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令和７年度事業報告 

 

１ 会議の開催 

 

第１回理事会（書面） 

日時・場所 令和７年４月１０日（木） 

審議・決定 

報 告 事 項 

⑴ 理事長の辞任について 

⑵ 評議員会の書面決議について 

⑶ 評議員会の決議事項について 

  

第１回評議員会（書面） 

日時・場所 令和７年４月２３日（水） 

審議・決定 

報 告 事 項 

⑴ 市村 尊広 理事（理事長）の辞任に伴う理事の選任について 

⑵ 佐藤 みゆき 評議員の辞任に伴う評議員の選任について 

  

令和６年度監査 

日時・場所 令和７年５月２６日（月） １５時００分～ 自治会館２階「福島県町村会内」 

審議・決定 

報 告 事 項 
令和６年度収支決算に係る監査 

  

第２回理事会（書面） 

日時・場所 令和７年５月１１日（日） 

審議・決定 

報 告 事 項 
公益財団法人福島県スポーツ振興基金理事長の選任について 

  

第３回理事会 

日時・場所 
令和７年６月９日（月） １３時３０分～  

福島県庁 本庁舎５階 正庁 

審議・決定 

報 告 事 項 

⑴ 令和６年度事業報告について 

⑵ 令和６年度収支決算について 

⑶ 専任職員の雇用及び管理等に関する規則の一部改定について 

⑷ 令和７年度第２回評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項 

について 
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第２回評議員会（書面） 

日時・場所 令和７年６月２３日（月） 

審議・決定 

報告事項 

⑴ 令和６年度収支決算について 

⑵ 任期満了に伴う理事・監事・評議員の改選について 

⑶ 令和６年度事業報告について 

 

第４回理事会（書面） 

日時・場所 令和７年７月２２日（火） 

審議・決定

報告事項 

⑴ 理事長の選定について 

⑵ 業務執行代行者の選定について 

⑶ 助成審査委員の選定について 

⑷ 第３回評議員会の書面による開催について 

 

第３回評議員会（書面） 

日時・場所 令和７年８月１８日（月） 

審議・決定

報 告 事 項 
助成審査委員の承認について 

 

第５回理事会 

日時・場所 令和７年１１月６日（木） １３時３０分～ 杉妻会館３階「百合」 

審議・決定 

報告事項 

⑴ 令和７年度職務執行状況報告について 

⑵ 令和８年度助成事業について 

 

第６回理事会（書面） 

日時・場所 令和８年１月２２日（木） 

審議・決定 

報 告 事 項 

⑴ 評議員会の書面決議について 

⑵ 評議員会の決議事項について 

 

第４回評議員会（書面） 

日時・場所 令和８年２月６日（金） 

審議・決定 

報 告 事 項 

⑴ 鈴木 智 評議員の辞任に伴う評議員の選任について 

⑵ 曲山 安宏 評議員の辞任に伴う評議員の選任について 
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助成審査委員会 

日時・場所 令和８年２月１２日（木） １３時３０分～ 杉妻会館３階「石楠花」 

審議・決定 

報 告 事 項 
令和８年度助成事業の採択について 

  

第７回理事会 

日時・場所 
令和８年３月９日（月） １３時２５分～１４時４０分  

福島県庁 西庁舎１２階 講堂 

審議・決定 

報 告 事 項 

⑴ 令和８年度事業計画について 

⑵ 令和８年度収支予算について 

⑶ 令和７年度第５回評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項 

について 

 

第５回評議員会 

日時・場所 
令和８年３月２４日（火） １３時３５分～１４時００分  

福島県庁 西庁舎１２階 講堂 

審議・決定 

報 告 事 項 

⑴ 評議員長の選任について 

⑵ 令和８年度事業計画について 

⑶ 令和８年度収支予算について 
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２ 助成事業の概要 

 

 ⑴ 目的 

  県民のスポーツ・レクリエーション活動への多様化するニーズに応えるため、生涯ス

ポーツを推進する団体が行う各種活動・事業に対して助成を行い、もって本県のスポー

ツ振興に寄与することを目的とする。 

 ⑵ 事業内容 

  ア スポーツ・レクリエーション指導者の養成・確保と充実に対する事業への助成 

  イ 生涯スポーツの振興に対する事業への助成 

  ウ スポーツ施設の整備と活用に対する事業への助成 

  エ その他基金の目的を達成するために必要な事業への助成 

 ⑶ 助成事業実績 

  「令和７年度助成事業実績報告総括表・細目表」参照 

 

３ 附属明細書 

 

 令和７年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第

３４条第３条に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」はない。 

 

 


